
「ケアマネジメントプロセス支援マニュアル」 

正誤表 

 

下記の通り、誤記がありましたので訂正いたします。 

 

正誤個所 誤 正 

７７ページ 

左段 

上から５行目 

第４条 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供の開始

に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、第18条に乗り定

する運営規程の概要その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い、当該提供の開始

について利用申込者の同意を得なけ

ればならない。 

第４条 指定居宅介護支援事業者

は、指定居宅介護支援の提供の開始

に際し、あらかじめ、利用申込者又

はその家族に対し、第18条に規定す

る運営規程の概要その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付

して説明を行い、当該提供の開始に

ついて利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

 


